
 
 ⼀般社団法⼈ＳＮＳ運⽤代⾏協会定款 _ 
令和７年９⽉２５⽇ _作 _成 _ 



定 _款 _ 
第１章 _総 _則 _ 
（名 _称） _ 
第１条 _当法⼈は、⼀般社団法⼈ＳＮＳ運⽤代⾏協会と称する。 _ 
（⽬ _的） _ 
第２条 _当法⼈は、ＳＮＳ運⽤代⾏に関する調査・研究・教育・普及活動を⾏
い、ＷＥＢマーケティング業界の健全な発展および社会的信頼性の向上を図ると
ともに、中⼩企業や個⼈事業者が安⼼してＳＮＳを活⽤できる環境を整備するこ
とを⽬的とし、その⽬的に資するため、次の事業を⾏う。 _ 
１．ＳＮＳ運⽤に関する市場調査・事例収集・データ分析 _ 
２．炎上事例や広告規制に関する研究と情報発信 _ 
３．ＳＮＳ運⽤に関するセミナー・講習会・勉強会の開催 _ 
４．オンライン講座や教材の提供 _ 
５．会員向けガイドライン・マニュアルの作成と配布 _ 
６．会員相互の情報交換・共同研究・ビジネスマッチング⽀援 _ 
７．中⼩企業とＳＮＳ運⽤事業者との仲介 _ 
８．コンプライアンス遵守・著作権保護・炎上リスク対策に関する広報活動 _ 
９．⾏政・教育機関・メディアとの連携による啓発活動 _ 
10．前各号に附帯⼜は関連する事業 _ 
（主たる事務所の所在地） _ 
第３条 _当法⼈は、主たる事務所を岡⼭県岡⼭市に置く。 _ 
（公告⽅法） _ 
第４条 _当法⼈の公告⽅法は、官報に掲載してする。 _ 



第２章 _会 _員 _ 
（会員の構成） _ 
第５条 _当法⼈の会員は、次の２種とし、正会員をもって、⼀般社団法⼈及び⼀
般財団法⼈に関する法律（以下「⼀般法⼈法」という。）上の社員とする。 _ 
（1）正会員 _当法⼈の⽬的に賛同して⼊会した個⼈⼜は法⼈ _ 
（2）賛助会員 _当法⼈の事業を賛助するために⼊会した個⼈⼜は法⼈ _ 
（⼊ _会） _ 
第６条 _当法⼈の会員となるには、当法⼈所定の⼊会申込書により⼊会の申込を
し、代表理事の承認を得なければならない。 _ 
（⼊会⾦及び会費の⽀払義務） _ 
第７条 _正会員は、社員総会で定める額の⼊会⾦及び会費を⽀払わなければなら
ない。 _ 
２ _賛助会員は、社員総会で定める額の⼊会⾦及び会費を⽀払わなければならな
い。 _ 
（会員名簿） _ 
第８条 _当法⼈は、会員の⽒名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法⼈の
主たる事務所に備え置くものとする。 _ 
２ _当法⼈の会員に対する通知⼜は催告は、会員名簿に記載した住所⼜は会員が
当法⼈に通知した居所にあてて⾏うものとする。 _ 
（退 _会） _ 
第９条 _会員は、次に掲げる事由によって退会する。 _ 
（1） _会員本⼈の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、１か⽉前にするもの
とするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。 _ 
（2） _第７条の義務を１年以上履⾏しなかったとき。 _ 
（3） _会員が死亡し、⼜は解散したとき。 _ 



（4） _総正会員の同意 _ 
２ _会員が以下のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数
以上であって総正会員の議決権の３分の２以上にあたる多数の決議をもって、当
該会員を除名することができる。 _ 
（1）この定款その他の規則に違反したとき _ 
（2）当法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき _ 
（3）その他除名すべき正当な理由があるとき _ 
第３章 _社員総会 _ 
（構 _成） _ 
第10条 _社員総会は、第５条に定める正会員をもって構成する。 _ 
（招 _集） _ 
第11条 _当法⼈の定時社員総会は、毎事業年度末⽇の翌⽇から２か⽉以内に招集
し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。 _ 
２ _社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定
により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは⽀障があるときは、
あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。 _ 
３ _社員総会を招集するには、会⽇より１週間前までに、総正会員に対して招集
通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書⾯ですることを要しない。 _ 
（招集⼿続の省略） _ 
第12条 _社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集⼿続を経ずに開催す
ることができる。 _ 
（議 _⻑） _ 
第13条 _社員総会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは
⽀障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。 _ 



（議決権） _ 
第14条 _社員総会における議決権は、社員三浦和賢については２個、その他の社
員については１個とする。 _ 
（決議の⽅法） _ 
第15条 _社員総会の決議は、法令⼜は定款に別段の定めがある場合を除き、出席
した正会員の議決権の過半数をもって⾏う。 _ 
（議決権の代理⾏使） _ 
第16条 _正会員は、当法⼈の正会員⼜は親族を代理⼈として、議決権を⾏使する
ことができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書⾯を提
出しなければならない。 _ 
（社員総会議事録） _ 
第17条 _社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成
し、議事録作成者及び出席した理事が署名⼜は記名押印して１０年間当法⼈の主
たる事務所に備え置くものとする。 _ 
第４章 _理事及び代表理事 _ 
（理事の員数） _ 
第18条 _当法⼈の理事の員数は、３名以上とする。 _ 
（理事の資格） _ 
第19条 _当法⼈の理事は、当法⼈の正会員の中から選任する。ただし、必要があ
るときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。 _ 
（理事の選任の⽅法） _ 
第20条 _当法⼈の理事の選任は、社員総会において出席した正会員の議決権の過
半数をもって⾏う。 _ 



（代表理事） _ 
第21条 _当法⼈に理事が２⼈以上いるときは、理事の互選によって代表理事１⼈
を選定するものとする。 _ 
（理事の任期） _ 
第22条 _理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時社員総会の終結の時までとする。 _ 
２ _任期満了前に退任した理事の補⽋として、⼜は増員により選任された理事の
任期は、前任者⼜は他の在任理事の任期の残存期間と同⼀とする。 _ 
（報酬等） _ 
第23条 _理事の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として当法⼈から受け取る財
産上の利益は、社員総会の決議によって定める。 _ 
第５章 _計 _算 _ 
（事業年度） _ 
第24条 _当法⼈の事業年度は、毎年１０⽉１⽇から翌年９⽉３０⽇までとする。 

_ 
（計算書類等の定時社員総会への提出等） _ 
第25条 _代表理事⼜は理事は、毎事業年度、計算書類（貸借対照表及び損益計算
書）及び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。 _ 
２ _前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告について
は理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。 _ 
（計算書類等の備置き） _ 
第26条 _当法⼈は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並び
にこれらの附属明細書を、定時社員総会の⽇の１週間前の⽇から５年間、主たる
事務所に備え置くものとする。 _ 



（剰余⾦の不分配） _ 
第27条 _当法⼈は、剰余⾦の分配を⾏わない。 _ 
第６章 _解散及び清算 _ 
（解散） _ 
第28条 _当法⼈は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員
の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって決議すること、その他法令に定め
る事由により解散する。 _ 
（残余財産の帰属） _ 
第29条 _当法⼈が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を
経て、当法⼈と類似の事業を⽬的とする他の公益法⼈⼜は国若しくは地⽅公共団
体に贈与するものとする。 _ 
第７章 _附 _則 _ 
（設⽴時社員の⽒名及び住所） _ 
第30条 _当法⼈の設⽴時社員の⽒名及び住所は、次のとおりである。 _ 
岡⼭市北区⼤元⼀丁⽬１１番８号 
三浦 _和賢 _ 
岡⼭市北区天神町６番４６号 _ 
江草 _節雄 _ 
（設⽴時の役員） _ 
第31条 _当法⼈の設⽴時理事及び設⽴時代表理事は、次のとおりとする。 _ 
設⽴時理事 _三浦 _和賢 _ 
設⽴時理事 _江草 _節雄 _ 
設⽴時理事 _古川 _久美⼦ _ 
設⽴時代表理事 _三浦 _和賢 _ 



（最初の事業年度） _ 
第32条 _当法⼈の最初の事業年度は、当法⼈成⽴の⽇から令和８年９⽉３０⽇ま
でとする。 _ 
（定款に定めのない事項） _ 
第33条 _この定款に定めのない事項については、すべて⼀般法⼈法その他の法令
の定めるところによる。 _ 
以上、⼀般社団法⼈ＳＮＳ運⽤代⾏協会を設⽴のため、設⽴時社員三浦和賢外１
名の定款作成代理⼈である司法書⼠⼩林敬史は、電磁的記録である本定款を作成
し、電⼦署名する。 _ 
令和７年９⽉２５⽇ _ 
設⽴時社員 _岡⼭市北区⼤元⼀丁⽬１１番８号 _ 
三浦 _和賢 _ 
設⽴時社員 _岡⼭市北区天神町６番４６号 _ 
江草 _節雄 _ 
上記設⽴時社員２名の定款作成代理⼈ _ 
岡⼭市南区彦崎２９１７番地 _ 
司法書⼠ _⼩林 _敬史 _ 


